
あなたのお子様は正しくタブレットを使えていますか

今回は，保護者の皆様方へのお願いです。
表題のとおり，あなたのお子様は，正しくタブレットを使えているでしょうか。
今，時代は進み，国の GIGAスクール構想に則り，タブレット端末が１人１台配付されていま

す。大きな目的は，「全ての子供たちの可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びを実現
する」ことにあります。ますます進化する情報化社会において，欠かすことができないアイテム
であり，それを使いこなす能力は必須です。端的に言えば，タブレットはもはや「文房具」の一
つです。そのため，ご家庭においても，子供たちが学習を進められるよう，持ち帰りを認めてお
ります。
情報機器には，今後も大きな可能性があり，子供たちにとっては，将来の職業やキャリアに結

び付くことが予想されます。学校でも，教職員も研修を重ねながら，さらに効果的な使い方をし
たり，子供たちがスキルを身に付けられるようにしてまいります。

しかし，残念ながら，本校でも一部の生徒が目的外の使用をしたり，健康に影響を及ぼすほど
長時間使用したりしている例が報告されています。単なる「文房具」と違い，使用者側にモラル
や分別が要求されます。
便利な道具ではありますが，自動車同様，使用する者には，大いなる責任が求められます。情

報機器の使用には免許こそ必要ないものの，人権や著作権等を侵害する行為には，罰則も規定さ
れています。未成年でも罰せられる場合があります。

授業中や休み時間の使い方については，学校で再度指導してまいります。
一方，ご家庭におかれましては，スマホ同様，タブレットの使い方について，お子様にご指導

いただく必要があります。モラルが未熟なままだと，お子様が思いもよらぬトラブルに巻き込ま
れたり，加害者になってしまったりして，苦しまなければならなくなってしまいます。

「デジタルタトゥー」という言葉
があります。「デジタルタトゥー」と
は，一度掲載したら完全に削除する
ことが難しい，ネット上の書き込み
や個人情報などのデータのことを指
します。自分の人生を台無しにして
しまうリスクさえはらんでいます。
このようなトラブルに子供たちを

巻き込ませないようにするためには，
本人の自覚とともに，大人の責任が
大きく影響してくると思います。決
して放任することはできません。

ご家庭でのルールづくりの視点として，次のようなものをあげさせていただきます。

・ 自宅内では居間で使う
・ 食事中や家族団らんのとき，深夜には使用しない
・ 他人を傷付けるような使い方をしない
・ 知らない者からのメールが来た場合は，速やかに親に報告する
・ ルール違反や日常の生活に支障が生じている場合は利用を停止する。など

お子様の安全や人権を守るためです。今日も子供たちは，タブレットを家に持ち帰っています。
極めて大切な問題であるとお考えいただき，お子様と話し合い，継続的にルールを確認してくだ
さい。保護者の皆様方のご理解とご協力に感謝いたします。
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